平成23年度福島県地域活動団体等への資金融資促進事業
つなぎ融資利子補給事業募集要項
	１　概要


　行政が特定非営利活動法人などの地域活動団体等へ業務を委託するケースが増えています。
　当該業務に係る経費が行政から事業終了後に精算払いされる場合、地域活動団体等は、当該業務の経費に充てるため、金融機関等から資金の借入れ（つなぎ融資）を受けるケースがありますが、地域活動団体等が、資金を借り入れ、さらに借入れに係る利息を負担することは、地域活動団体等と行政との協働推進の妨げになるとともに、地域活動団体等の財政基盤の悪化を招くおそれがあります。
　このため、地域活動団体等が行政から受託した業務の実施に際して金融機関等のつなぎ融資を利用する場合に、当該融資に係る利子（年換算２％を上限とする。）に相当する金額を交付します。
	２　定義


　 地域活動団体等とは
　　　ここでいう地域活動団体等とは、特定非営利活動法人、ボランティア団体、公益法人、社会福祉法人、学校法人、地縁組織、協同組合等の民間非営利組織であって、次に掲げる要件に適合する組織を指します。
ア　福島県内に主たる事務所を有していること。
イ　宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。
ウ　著しく特定の個人又は団体の利益を図る活動を実施していないこと。
エ　活動を適確に遂行する意欲や能力を有していること。
オ　市民等が自発的・主体的な参画によって活動を行っていること。
カ　資金及び活動面において自立のための支援を必要としていること。
キ　情報開示がなされていること、又は補助事業の取組期間中に情報開示がなされる予定であること。
ク　継続的に活動を行う団体等であり、一度限りのボランティア活動等を行うものではないこと。
ケ　定款、規約又はそれに相当する文書を有し、適正な事業計画書、予算及び決算書が整備されていること、又は補助事業の取組期間中にこれらが整備される予定であること。
	３　対象者


　　対象者は次のいずれの条件も満たす地域活動団体等とします。
ア　平成２３年度に実施される行政からの委託業務を受託していること、または受託する予定であること。
イ　アの委託業務が精算払いであり、その業務実施のため金融機関からつなぎ融資を受けていること、または当該つなぎ融資を受ける予定であること。
ウ　県税等の滞納がなく、法令・規則や社会規範を遵守して活動していること。加えて、特定非営利活動法人にあっては、特定非営利活動促進法を遵守し、事業報告書等の届出を期限内に提出していること。
	４　対象となる借入金


　　平成２３年度に行われる行政からの委託業務の実施に必要な資金であり、行政の支払いが精算払いのみであることにより、一時的に受託者側で、その資金を立て替えることとなった資金。
	５　対象期間


　　利子補給の対象期間は、金融機関等との融資契約締結日以降、行政からの支払いを受けた日までとします。ただし、その日が平成２４年３月３１日を過ぎる場合は、平成２４年３月３１日までに発生する利子を対象とします。
	６　利子補給金の交付額


　　対象となる借入金の上記対象期間に係る利子に相当する金額（ただし、年換算２％を上限とする。）を交付します。
	７　申請書類


　　別途交付要綱に定める申請書（様式第１号）に、次の書類を添えて申請してください。
（１）行政機関の委託業務の入札等に係る手続き開始の公示に関する資料又はこれに準ずる資料
（２）申請書を提出する日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
（３）申請書を提出する日の属する前事業年度における事業報告書、収支決算書及び財産目録
（４）定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
（５）法人にあっては、法人の登記事項証明書
（６）役員名簿
（７）その他参考となる書類
	８　申請期限


　　平成２３年１２月２８日（水）【必着】
　　※ただし、交付決定額が予算額に達した場合は、募集を終了します。
	９　提出先


　　〒960-8670　福島市杉妻町２－１６
　　福島県企画調整部文化スポーツ局文化振興課
　　
※持参又は郵送（配達証明付き書留郵便）により申請してください。
	１０　利子補給金交付対象者の義務


　　利子補給金の交付決定を受けた者は、次の義務を負います。
（１）支援対象者は、別途県が定める福島県地域活動団体等への資金融資促進事業つなぎ融資利子補給金交付要綱の規定を遵守すること。
（２）金融機関等との融資契約締結後１か月以内に、別途交付要綱に定める報告書を県に提出すること。
（３）行政との業務委託契約締結後１か月以内に、別途交付要綱に定める報告書を県に提出すること。
（４）支援対象者として決定後３か月以内に、別途指定する標準開示フォーマットを用いて、団体情報を開示すること。なお、開示に当たっては、当該団体や県のウェブサイト及び全国共通のデータベースに団体情報を掲載すること。
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【問い合せ先】
福島県企画調整部文化スポーツ局文化振興課


〒９６０－８６７０　福島市杉妻町２―１６


電　話　０２４－５２１－７１７９


ＦＡＸ　０２４－５２１－５６７７


E-mail　bunka@pref.fukushima.jp


ホームページ　 福島県　新しい公共　    検索 









